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令和５年第１２回 

北竜町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  令和５年１２月２１日(木) 午後4時20分から午後 4時 45分 

 

２．開催場所  すこやかセンター2階 会議室 

 

３．出席委員（ 10人） 

１０番 善岡 浩樹（会 長）  ７番 松田  力（会長代理） 

１番 永井  稔   ２番 高田 秋光   ３番 山外 明人 

４番 植松 春雄   ５番 川島 史伸   ６番 澤田 正人 

８番 川瀨  崇   ９番 藤崎 正雄  

 

４．欠席委員（  0人）  

        

       

５．議事日程 

第 １ 会議録署名委員の選出   高田 秋光  山外 明人  

第 ２ 会議書記の指名      川本局長、滝上推進員、清水野主事 

第 ３ 農政報告                参 与 續木課長            

第 ４ 会務報告                事務局 川本局長 

第 ５ 議事参与の制限           あり(永井委員) 

第 ６  報告第9号  農業者年金（新制度・特例付加年金）裁定請求の進達について 

第 ８ 議案第 35号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

第 ９ 議案第 36号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条 

の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の 

規定による農用地利用集積計画の決定について 

 

 

６．農業委員会事務局職員 

    川本弥生事務局長・滝上和昭農地推進員・清水野梨希主事 

 

７．参与   

    續木敬子産業課長   
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事務局長(川本)  

 

 

 

 

会 長（善岡） 

 

 

 

 

 

議 長（会長) 

 

 

議  長 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

議  長 

 

 

参与（續木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事務局長 

 

 

 

只今から、令和５年第１２回農業委員会を開催します。 

 本日は、全１０名の委員が出席で、会議規則第６条の規程により会議が

成立しておりますので報告いたします。 

それでは、善岡会長より挨拶を頂き、議事の進行をお願いいたします。 

 

 お疲れ様です。今年も残すところ１０日程となりました。今年最後の総

会です。先ほどタブレットをもらいましたが、各営農組合で畦畔がつかな

い、売買でも売れない等の場所をチェックし、今後の参考としていきたい

ので、よろしくお願いします。 

 

 

 これより令和５年 第１２回農業委員会総会を開催致します。 

  

 

 日程第1 会議録署名委員の選出について 

 高田委員・山外委員にお願い致します。 

 

 

日程第 2 会議書記の指名について 

会議書記には、川本事務局長 滝上農地推進員 清水野主事 を配置い

たします。 

 

 

日程第 3 農政報告  續木産業課長よりお願い申し上げます。 

 

 

 １２月議会で補正対応となります、地方創生臨時交付金を活用し、地域

振興券の配布を行っております。販売作物３６０円／１０aの支援も取り

まとめを行っているところであります。現在５営業体の申請あり。希望が

あれば、JAに確認頂きたい。麦・大豆生産技術向上事業、畑地化推進事業

も募集しております。日本酒アワード受賞の「龍神」が新米で作られたも

のが出来上がったとのこと。機会があればお試し下さい。 

以上農政報告と致します。 

 

 

日程第 4 農業委員会会務報告をお願いします。 

 

 

会務報告 4ページをお開き下さい。 

【4ページ朗読】 
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議  長 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

日程第 5 議事参与の制限について 

議事参与の制限が議案第 35号及び第36号で永井委員に係ります。 

 

それではこれより、報告１件、議案２件の審議に入ります。 

 

 

日程第 6 報告第 9号 農業者年金（新制度・特例付加年金）裁定請求

の進達について、説明願います。 

 

 

 ５ページをお開き下さい。 

報告第 9号 農業者年金（新制度・特例付加年金）裁定請求の進達につ

いて 

 

独立行政法人農業者年金基金法施行規則第１５条の規定に基づき、別紙

の者に係わる特例付加年金裁定請求書を進達したので報告する。 

 

令和５年１２月２１日提出  

 

６ページをご覧下さい。 

番号     ４９ 

経営継承者  板谷 阿部 幸男 

 年金加入期間  平成14年 1月1日～平成19年 1月1日 

 基準日経営面積 116,749.23㎡ 

 内、自留地      376㎡ 

 第三者移譲で継承先は、北海道農業公社となります。 

 以上で報告を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑等なし】 

 

 

日程第 7 議案第 35 号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約

について、永井委員に議事参与の制限が係ります。 

それでは事務局より説明願います。 

 

 

7ページをお開き下さい。 

議案第 35号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地法第１８条第６項の規定により、合意解約のあった、別紙の件につ

いて議決を求める。 

 

令和５年１２月２１日提出 

 

次のページをご覧下さい。 

 番号 ５－１６ 合意解約  

 貸 主  美葉牛 鵜飼 順一 

      代理人：農用地利用集積円滑化団体  

借 主  美葉牛 永井 稔 

土地の所在は美葉牛109番地1 田が15筆、畑が 3筆、 

合計18筆で、面積が 150,029㎡です。 

資料１ページに航空写真がありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。５－１６承認される方は、挙手願います。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号 ５－１６について承認いたします。 

ここで永井委員の議事参与の制限を解きます。 

 

日程第 7 議案第 35 号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約

については承認されました。 

 

日程第 8 議案第 36 号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する

法律附則第５条の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農地利用集積計画の決定ついて、番号５－売－２４、５－賃

－３４で永井委員に議事参与の制限が係ります。 

最初に、番号５－売－２４について、永井委員に議事参与の制限が係り

ます。 

事務局より説明願います。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

9ページをご覧下さい。 

議案第 36 号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第

５条の規定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ

る農地利用集積計画の決定ついて 

 

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条の規定に

より改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により、北竜町から

決定を求められた、別紙の農用地利用集積計画について議決を求める。 

 

令和５年１２月２１日提出   

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ５－売－２４ 

所有権の移転を受ける者 美葉牛 永井 稔 

所有権の移転をする者  美葉牛 鵜飼 順一 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和５年１２月２２日です。 

対価の支払期限は、令和６年４月３０日です。 

売買価格は、１７，００１，８００円です。 

土地の所在は、美葉牛109番15 外 9筆、 

田が10筆、 面積は80,313㎡となっております。 

資料の２ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

  

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号５－売－２４承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号５－売－２４について承認いたします。 

ここで永井委員の議事参与の制限を解きます。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

次に番号５－売－２５説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ５－売－２５ 

所有権の移転を受ける者 美葉牛 ほのか 

所有権の移転をする者  美葉牛 瀧山 公宏 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和５年１２月２２日です。 

対価の支払期限は、令和６年１月３１日です。 

売買価格は、１３，０００円です。 

土地の所在は、美葉牛 255番3 1筆、 

畑が1筆、 面積は1,610㎡となっております。 

資料の３ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

  

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号５－売－２５承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号５－売－２５について承認いたします。 

次に番号５－売－２６説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ５－売－２６ 

所有権の移転を受ける者 美葉牛 (株)みかみ 

所有権の移転をする者  美葉牛 瀧山 公宏 

所有権の移転内容は、売買です。 

移転時期は、令和５年１２月２２日です。 

対価の支払期限は、令和６年２月２９日です。 

売買価格は、１，１７０，０００円です。 
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議  長 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

土地の所在は、美葉牛 235番1 1筆、 

畑が1筆、 面積は48,987㎡となっております。 

資料の４ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

  

ご質問等ありますか。 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

番号５－売－２６承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号５－売－２６について承認いたします。 

 次の５－賃－３４で永井委員に議事参与の制限が係ります。 

 それでは事務局より説明願います。 

 

 

次のページをご覧下さい。 

番号 ５－賃－３４ 

利用権の設定を受ける者 美葉牛 永井 稔 

利用権の設定する者   美葉牛 鵜飼 順一 

利用権の設定を受ける者の経営状況は、記載の通りです。 

利用権の種類は、賃貸借です。 

期間は、令和５年１２月２２日から令和７年１２月３１日です。 

貸付料等は、323,600円です。 

支払方法は、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込み。 

土地の所在は、美葉牛109番地1 外7筆    

田が5筆、畑が3筆、面積 69,716㎡です。 

資料の５ページに航空写真を添付してありますのでご参照下さい。 

以上で説明を終わります。 

 

 

ご質問等ありますか。 
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委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

委  員 

 

 

議  長 

 

 

 

 

【質疑無し】 

 

 

採決いたします。 

５－賃－３４、承認とされる方は挙手をお願いいたします。 

 

 

【全員挙手】 

 

 

番号５－賃－３４について承認いたします。 

ここで永井委員の議事参与の制限を解きます。 

 

日程第 8 議案第 36 号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する

法律附則第５条の改訂により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農地利用集積計画の決定ついては全て承認といたします。 

 

以上で第１２回農業委員会総会を終了致します。 




